
障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）（抄） 

（年金等） 

第１３条 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資するため、年金、

手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。 

 

（住宅の確保） 

第１７条 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための

住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必

要な施策を講じなければならない。 

 

（情報の利用におけるバリアフリー化） 

第１９条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意思を表

示できるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その

他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増

進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じ

なければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用

の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければなら

ない。 

３ 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及び

その関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、社会連帯の理念に基づ

き、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図

るよう努めなければならない。 

 

（経済的負担の軽減） 

第２１条 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽

減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用

料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。 

 

 （文化的諸条件の整備等） 

第２２条 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に

文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動

をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の

諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなけ

ればならない。 
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